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（文教はぐくみ委員会資料） 
令 和 ６ 年 １ ２ 月 
子ども若者はぐくみ局 

 
   京都市民間保育園等への人件費等補助金等及び園運営の実態に係る調査結果 

（令和５年度分）並びに今後の対応について 

 

 本市の民間保育園及び認定こども園（以下「園」という。）を対象とした人件費補助につ

いては、令和元年度分及び２年度分の調査で明らかとなった、従前の京都市民間保育園等

職員の給与等運用事業補助金の課題等を踏まえ、持続可能な仕組みとするため、令和４年

度に京都市民間保育園等への人件費等補助金（以下「人件費等補助金」という。）をはじめ

とする新たな制度へと再構築いたしました。 

 今回、新たな人件費補助制度の運用２年目に当たる令和５年度分の状況及び園運営の実

態について調査を行いましたので、その結果及び結果を踏まえた今後の対応について、御

報告いたします。 

 

１ 人件費等補助金等の状況（詳細は別紙１－１～別紙１－４参照） 

 ⑴ 令和５年度の運用状況 

  ア ＸＹＺの分布状況 

   ・ ２６４園中（※）、３職種（保育士等、調理師等、事務員等）全体では、Ｘ園が

７８園（約３０％）、Ｙ園が１２４園（約４７％）、Ｚ園が６２園（約２４％）。 

   ・ 職種別では、保育士等はＸ園が１３０園（約４９％）、Ｙ園が９６園（約３６％）、

Ｚ園が３８園（約１４％）。調理師等はＸ園が４９園（約１９％）、Ｙ園が１０４

園（約３９％）、Ｚ園が１１１園（約４２％）。事務員等はＸ園が３９園（約１５％）、

Ｙ園が８６園（約３３％）、Ｚ園が１３９園（約５３％）。 

   ・ 令和４年度と比較すると、３職種、職種別ともに、Ｚ園が減少し、Ｘ園やＹ園

が増加している。特に、３職種、保育士等ではＺ園の減少率が大きく、４割以上

となっている。 

  

 

 

 

 

 

 

 ※ 令和４年度との比較を行うため、令和５年度に所在した２６８園から、令和５年度

新設の２園、令和４年度又は令和５年度の人件費等補助金の対象外であった２園を除

く２６４園を対象としている。 

以下、令和４年度との比較を行う際は、特段の注釈がない限り、同様に２６４園での

統計を用いる。 

 

  

令和５年度ＸＹＺの状況 （単位：園）

３職種 78 (29.5%) +22 (+39.3%) 124 (47.0%) +22 (+21.6%) 62 (23.5%) ▲44 (▲41.5%) 264 (100%)

保育士等 130 (49.2%) +31 (+31.3%) 96 (36.4%) ▲1 (▲1.0%) 38 (14.4%) ▲30 (▲44.1%) 264 (100%)

調理師等 49 (18.6%) +9 (+22.5%) 104 (39.4%) +27 (+35.1%) 111 (42.0%) ▲36 (▲24.5%) 264 (100%)

事務員等 39 (14.8%) ▲12 (▲23.5%) 86 (32.6%) +13 (+17.8%) 139 (52.7%) ▲1 (▲0.7%) 264 (100%)

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園 令和４年度比令和４年度比令和４年度比 全体(※)
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   ・ 令和４年度と令和５年度のＸ園、Ｙ園、Ｚ園の分布の変化について、３職種、

保育士等については、令和４年度にＺ園であった園の半数以上がＸ園又はＹ園に

移行しており、同年度にＹ園であった園の約３割が、Ｙ園からＸ園に移行してい

る。 

   ・ 一方、調理師等、事務員等については、令和４年度にＺ園であった園のうち、

調理師等では約３分の１、事務員等では約４分の１の園が令和５年度にＸ園や 

Ｙ園に移行しているが、３職種、保育士等と比較すると、Ｚ園の状態が継続して

いる園の割合が多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （参考）Ｘ園、Ｙ園、Ｚ園の分類について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ｘ園：人件費等補助金における支出認定額が、収入認定額よりも少ない園 

Ｙ園：人件費等補助金における支出認定額が、収入認定額以上、人件費等総収入（収入認定

額、人件費等補助金（障害児加配補助金は除く。）、収入認定額の算定に当たって国給

付費から控除している額（国給付費基本分単価（人件費相当部分）の 10.0％）も含め

た人件費に係る総収入。以下同じ。）以下の園 

Ｚ園：人件費等総収入よりも、人件費等補助金における支出認定額が大きい園 

→ Ｘ園は人件費等補助金の交付対象外、Ｙ園、Ｚ園は補助上限額の範囲において、人件費

等補助金の交付対象 

※ ３職種全体でＸ園の場合であっても、職種によってＹ園、Ｚ園のものがあれば、当該職

種については人件費等補助金の交付対象となり得る。 

３職種 （単位：園） 保育士等 （単位：園）

Ｘ園 43 (76.8%) 12 (21.4%) 1 (1.8%) 56 (100%) Ｘ園 86 (86.9%) 12 (12.1%) 1 (1.0%) 99 (100%)

Ｙ園 27 (26.5%) 63 (61.8%) 12 (11.8%) 102 (100%) Ｙ園 29 (29.9%) 56 (57.7%) 12 (12.4%) 97 (100%)

Ｚ園 8 (7.5%) 49 (46.2%) 49 (46.2%) 106 (100%) Ｚ園 15 (22.1%) 28 (41.2%) 25 (36.8%) 68 (100%)

78 (29.5%) 124 (47.0%) 62 (23.5%) 264 (100%) 130 (49.2%) 96 (36.4%) 38 (14.4%) 264 (100%)

全体
Ｒ５ Ｒ５

全体

合計

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

Ｒ
４

Ｒ
４

合計

Ｚ園Ｙ園Ｘ園

調理師等 （単位：園） 事務員等 （単位：園）

Ｘ園 28 (70.0%) 10 (25.0%) 2 (5.0%) 40 (100%) Ｘ園 33 (64.7%) 9 (17.6%) 9 (17.6%) 51 (100%)

Ｙ園 7 (9.1%) 54 (70.1%) 16 (20.8%) 77 (100%) Ｙ園 3 (4.1%) 46 (63.0%) 24 (32.9%) 73 (100%)

Ｚ園 14 (9.5%) 40 (27.2%) 93 (63.3%) 147 (100%) Ｚ園 3 (2.1%) 31 (22.1%) 106 (75.7%) 140 (100%)

49 (18.6%) 104 (39.4%) 111 (42.0%) 264 (100%) 39 (14.8%) 86 (32.6%) 139 (52.7%) 264 (100%)

Ｒ５ Ｒ５

合計

全体 全体Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

Ｒ
４

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

Ｒ
４

合計



3 

  イ 補助金額の状況 

   ・ 人件費等補助金の総支給額は、保育士等分で約５．５億円、調理師等分で約   

４．５億円、事務員等分で約６．８億円、３職種合計で約１６．８億円であり、令

和４年度と比較して、保育士等分は約３．９億円の減少、調理師等分は約０．２

億円の減少、事務員等分は約０．９億円の増加、３職種合計で約３．２億円の減

少であった。 

   ・ ３職種合計の平均支給額は約６百万円、最大支給額は約２８百万円、最少支給

額は０円であった。 

   ・ 持続可能な園運営に向けたサポートに係る総支給額は約２．８億円、最大支給

額は約８百万円、最少支給額は０円であった。平均支給額は、２６７園全体で見

ると約１百万円、同サポートの対象園数（７３園）で見ると約４百万円であった。 

   ・ 障害児加配補助金の総支給額は約１０．９億円、平均支給額は約４百万円で、

最大支給額は約２２百万円、最少支給額は０円であった。 

   ・ 障害児加配補助金は、令和４年度比で約０．８億円増加している。 

   

 

  

令和５年度補助金額の状況（※1） （単位：千円）

6,278 28,462 0

(▲1,215) (▲4,635) (0)

2,043 21,194 0
(▲1,461) (▲5,187) (0)

1,680 5,239 0
(▲93) (▲261) (0)
2,555 7,247 0
(+339) (+379) (0)
1,040 7,500 0

(+1,040) (+7,500) (0)
4,083 21,685 0
(+278) (+5,740) (0)
11,401 39,234 0
(+103) (+2,029) (0)

持続可能な園運営に
向けたサポート(※4)

277,644 +277,644 (皆増)

※4：各園が将来にわたって持続可能な運営が実現できるよう、人件費等総収入より
     も人件費等支出額が大きく、制度再構築前の令和３年度と比較して補助金が
     減っている園のうち、園運営の見直し等に係る意思表示を行う場合に、令和５
     年度から令和７年度までの３年間、本市としてサポートを行うもの。

※1：対象について、令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４
     年度は補助対象外園（１園）、年度途中廃止園（１園）を除く２６６園。

※2：出納閉鎖後に行った最終精算（法人決算書との照合等）の結果を踏まえた額で
     あるため、決算額とは一致しない（以下同じ）。

※3：人件費等補助金における最大額の施設は同一ではないため、職種別の最大額の
     合計と３職種の最大額は一致しない。

※5：園平均、最大額、最少額の（）内数字は、令和４年度比。

合　計 3,044,084 +38,901 (+1.3%)

事務員等

(▲15.9%)▲316,8361,676,164

(+7.7%)+78,0931,090,276

(▲41.5%)▲386,466545,532

障害児加配補助金

(+15.7%)+92,639682,181

(▲4.9%)▲23,009

総支給額
（※2）

最少額
最大額
（※3）

園平均

調理師等

保育士等

人件費等補助金
（３職種計）

令和４年度比

448,451
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  ウ 人件費等補助金（３職種計）の増減分布（令和４年度比） 

   ・ イに記載のとおり、令和４年度と比較して、人件費等補助金（３職種計）の総

支給額は減少しているが、園ごとに見ると、増加した園が１１５園（約４４％）、

減少した園が１４５園（約５５％）と、全ての園において減少しているわけでは

なく、増加園と減少園の数に大きな差はない。 

   ・ 一方、増加園、減少園のそれぞれに着目すると、増加園の増加額の平均（約   

２百万円）以上に増加した園は約３割の３５園、減少園についても、減少額の平

均（約４百万円）以上に減少している園は約４割の５７園に止まった。 

・ こうした状況は、大きく増減している園があるときに生じるものであり、１千

万円以上増加した園が２園、１千万円以上減少した園が１５園あったことも踏ま

えると、補助金が「大きく増えた園」と「大きく減った園」に２極化している傾

向も伺える。 

  

 

  

人件費等補助金（３職種計）の増減分布（令和４年度比） （単位：園）

園数
全体に

占める割合
増加園・減少園
に占める割合

増加園 115 43.6% 100%

＋10,000千円以上 2 0.8% 1.7% 35 13.3% 30.4%
＋5,000千円以上～＋10,000千円未満 8 3.0% 7.0%
＋1,000千円以上～＋5,000千円未満 61 23.1% 53.0% 80 30.3% 69.6%
＋1円以上～＋1,000千円未満 44 16.7% 38.3% （参考）平均値 1,998千円

増減なし 4 1.5%

減少園 145 54.9% 100%

▲1円以上～▲1,000千円未満 38 14.4% 26.2% 57 21.6% 39.3%
▲1,000千円以上～▲5,000千円未満 63 23.9% 43.4%
▲5,000千円以上～▲10,000千円未満 29 11.0% 20.0% 88 33.3% 60.7%
▲10,000千円以上 15 5.7% 10.3% （参考）平均値 ▲3,975千円

264 100%

減少額が平均以上の園

減少額が平均未満の園

全　体

補助金の増減区分
（令和５年度－令和４年度）

増加園・減少園
に占める割合

全体に
占める割合

園数

増加園・減少園の平均との比較

増加額が平均以上の園

増加額が平均未満の園
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 ⑵ 補助金額が減少した理由 

  ・ ⑴イに記載のとおり、令和４年度と比較して、人件費等補助金の３職種合計額は

約３．２億円（約１６％）減少しており、職種別では、特に保育士等の減少幅が大

きい（約３．９億円（約４２％）減少）。 

  ・ 人件費等補助金は「一定の補助上限のもと、人件費等の収入と支出の差額を補助

する」制度であるため、「収入（収入認定額）が増えた」、「支出（支出認定額）が減

った」、「補助上限が下がった」場合に、補助金額が減少することとなるが、特に減

少幅が大きかった保育士等の状況は、そのいずれにも該当している。 

 

  ア 保育士等の収入認定額の状況（令和４年度比） 

   ・ 令和４年度と比較して約５．４億円増加しており、園別で見ても、６割以上の

園（１６６園）で増加している。 

  

   ・ また、令和４年度と比較して保育士等の職種別補助金が減少している１０２園

に限って見ると、７割以上の７４園で収入認定額が増加している。 

  
   ・ 令和５年度に実施した収入認定額算定の際の控除割合の拡充（国給付費基本分

単価（人件費相当分）の６．５％から１０．０％に拡充）により、収入認定額は減

少する方向に動くが、その中でも令和４年度と比較して収入認定額が増加してい

るのは、控除割合の拡充による影響額よりも、国給付費等の園収入が増加してい

るためである。 
   ・ この背景には、少子化が進む中でも利用児童数が増加している園が一定数ある

こと、給付費の加算等の取得促進、定員変更ルールの柔軟化により実態に合った

適正な単価での支給が可能となったことなどがあると考えられる。 
 
 
 
 

収入認定額の状況（保育士等） （単位：千円）

264園 (100%) 166園 (62.9%) 98園 (37.1%)

+539,57022,892,929

差(R5-R4)令和４年度令和５年度 全体 （収入認定額の増減別状況）

23,432,499

減少園増加園

2,044

増減額平均 増加額平均 減少額平均

▲4,3805,836

収 入 認 定 額
人件費等補助金

24園 (54.5%) 20園 (45.5%) 44園 (100%)

74園 (72.5%) 28園 (27.5%) 102園 (100%)

68園 (57.6%) 50園 (42.4%) 118園 (100%)

166園 (62.9%) 98園 (37.1%) 264園 (100%)

増　加　園

減　少　園増　加　園 全　　　体

保育士等に係る人件費等補助金の増加・減少・同一園別の収入認定額の増減状況
（令和４年度比）

減　少　園

合　　　計

同　一　園
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  イ 保育士等の支出認定額の状況（令和４年度比） 

   ・ 令和４年度と比較して約４．８億円減少しており、園別で見ても、約６割の園

（１５６園）で減少している。 

  
   ・ また、令和４年度と比較して保育士等の職種別補助金が減少している１０２園

に限って見ると、約７割の７０園で支出認定額が減少している。 

  
   ・ 支出認定額が減少する理由として、職員１人当たりの人件費の減少や職員数の

減少等が考えられるが、保育士等の支出認定額が減少している１５６園のうち 

約８割の１２１園で保育士等の実配置数（常勤換算）が減少しており、保育士等

の人件費等補助金が減少し、かつ支出認定額も減少している７０園に限って  

見ても、８割の５６園で保育士等の実配置数（常勤換算）が減っている。 
   ・ また、２⑵ウで後述するとおり、職員１人当たりの人件費は増加していること

も踏まえると、職員数の減少が支出認定額減少の主な要因であると考えられる。 

  
 

  

支出認定額の状況（保育士等） （単位：千円）

264園 (100%) 108園 (40.9%) 156園 (59.1%)

▲482,204 増減額平均

▲1,827

令和５年度 全体 （支出認定額の増減別状況）差(R5-R4)令和４年度

4,803 ▲6,416

23,274,582 23,756,786

増加園 減少園

増加額平均 減少額平均

支 出 認 定 額
人件費等補助金

30園 (68.2%) 14園 (31.8%) 44園 (100%)

32園 (31.4%) 70園 (68.6%) 102園 (100%)

46園 (39.0%) 72園 (61.0%) 118園 (100%)

108園 (40.9%) 156園 (59.1%) 264園 (100%)

同　一　園

合　　　計

減　少　園

保育士等に係る人件費等補助金の増加・減少・同一園別の支出認定額の増減状況
（令和４年度比）

増　加　園 減　少　園 全　　　体

増　加　園

実 配 置 数

支出認定額

69園 (63.9%) 35園 (32.4%) 4園 (3.7%) 108園 (100%)

31園 (19.9%) 121園 (77.6%) 4園 (2.6%) 156園 (100%)

100園 (37.9%) 156園 (59.1%) 8園 (3.0%) 264園 (100%)

増　加　園

保育士等に係る支出認定額の増加・減少園別の実配置数（常勤換算）の増減状況
（令和４年度比）

同　一　園 全　　体

合　　　計

減　少　園

減　少　園

増　加　園

人件費等補助金及び
支出認定額減少園

12園 (17.1%) 56園 (80.0%) 2園 (2.9%) 70園 (100%)

保育士等に係る人件費等補助金及び支出認定額減少園の実配置数（常勤換算）の増減状況
（令和４年度比）

実配置数
全　　体

増　加　園 減　少　園 同　一　園
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  ウ 保育士等の補助上限額の状況（令和４年度比） 

   ・ 令和４年度と比較して約６．８億円減少しており、園別で見ても、６割以上の

１６３園で減少している。 

  
   ・ また、令和４年度と比較して保育士等の職種別補助金が減少している１０２園

に限って見ると、７割以上の７３園で補助上限額が減少している。 

  
   ・ 保育士等の補助上限額が減少する理由として、実配置に基づき算定される補助

算定職員数の減少や経験年数の減少等が考えられるが、保育士等の補助上限額が

減少している１６３園のうち８割以上の１３２園で実配置数（常勤換算）が減少

している。 
・ また、保育士等の人件費等補助金が減少し、かつ補助上限額も減少している  

７３園に限って見ても、８割以上の６０園で保育士等の実配置数（常勤換算）が減

っており、職員数の減少が補助上限額減少の主な要因になっていると考えられる。 

  

  

補助上限額の状況（保育士等） （単位：千円）

264園 (100%) 96園 (36.4%) 163園 (61.7%) 5園 (1.9%)

差(R5-R4)令和４年度令和５年度

23,242,572 23,920,590 ▲678,018

全体

4,890 ▲7,040

増減額平均

▲2,568

（補助上限額の増減別状況）

増加園 減少園 同一園

増加額平均 減少額平均

補 助 上 限 額
人件費等補助金

28園 (63.6%) 15園 (34.1%) 1園 (2.3%) 44園 (100%)

29園 (28.4%) 73園 (71.6%) 0園 (0.0%) 102園 (100%)

39園 (33.1%) 75園 (63.6%) 4園 (3.4%) 118園 (100%)

96園 (36.4%) 163園 (61.7%) 5園 (1.9%) 264園 (100%)

増　加　園

減　少　園

同　一　園

合　　　計

同　一　園

保育士等に係る人件費等補助金の増加・減少・同一園別の補助上限額の増減状況
（令和４年度比）

増　加　園 減　少　園 全　　　体

実 配 置 数

補助上限額

70園 (72.9%) 22園 (22.9%) 4園 (4.2%) 96園 (100%)

27園 (16.6%) 132園 (81.0%) 4園 (2.5%) 163園 (100%)

3園 (60.0%) 2園 (40.0%) 0園 (0.0%) 5園 (100%)

100園 (37.9%) 156園 (59.1%) 8園 (3.0%) 264園 (100%)

同　一　園

保育士等に係る補助上限額の増加・減少・同一園別の実配置数（常勤換算）の増減
状況（令和４年度比）

増　加　園 減　少　園 同　一　園 全　　体

増　加　園

合　　　計

減　少　園

人件費等補助金及び
補助上限額減少園 11園 (15.1%) 60園 (82.2%) 2園 (2.7%) 73園 (100%)

保育士等に係る人件費等補助金及び補助上限額減少園の実配置数（常勤換算）の増減
状況（令和４年度比）

実配置数
全　　体

増　加　園 減　少　園 同　一　園
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   ・ なお、令和４年度と比較して平均経験年数が減少した園は、保育士等の補助上

限額が減少した１６３園のうち６１園と４割未満であり、うち６割以上の３８園

は、減少してもなお１１年以上で、経験年数加算は最大の７％で変わりない。 

  
 
 

   
・ また、保育士等の人件費等補助金が減少し、かつ補助上限額も減少している  

７３園に限って見ても、平均経験年数が減少した園は４割未満の２７園、うち  

約８割の２１園は減少してもなお１１年以上であるため、平均経験年数が補助上限

額の減少に与えている影響は限定的である。 

  
 
  

   
 
  
  

補助上限額減少園 97園 (59.5%) 61園 (37.4%) 5園 (3.1%) 163園 (100%)

減　少　園増　加　園

平均経験年数（常勤）
合　　計

保育士等に係る補助上限額減少園の平均経験年数（常勤）の増減状況
（令和４年度比）

同　一　園

保育士等に係る平均経験年数減少園の令和５年度平均経験年数の状況

平均経験年数減少園
（令和４年度比） 38園 (62.3%) 23園 (37.7%) 61園 (100%)

令和５年度平均経験年数（常勤）
合　　計

１１年未満１１年以上

人件費等補助金及び
補助上限額減少園 43園 (58.9%) 27園 (37.0%) 3園 (4.1%) 73園 (100%)

保育士等に係る人件費等補助金及び補助上限額減少園の平均経験年数（常勤）の増減
状況（令和４年度比）

平均経験年数（常勤）
合　　計

増　加　園 減　少　園 同　一　園

保育士等に係る平均経験年数減少園の令和５年度平均経験年数の状況

平均経験年数減少園
（令和４年度比）

21園 (77.8%) 6園 (22.2%) 27園 (100%)

令和５年度平均経験年数（常勤）
合　　計

１１年以上 １１年未満

平均経験年数減少園６１園について 

平均経験年数減少園２７園について 



9 

 ⑶ 補助金の運用状況に係る考察 

  ・ 令和４年度と比較して、人件費等補助金の３職種合計額は大きく減少しているも

のの、ＸＹＺの分布状況について、人件費等補助金に国給付費等を加えた園収入全

体よりも人件費支出が大きい園（Ｚ園）が減少し、園収入全体で人件費支出が賄え

ている園（Ｘ園、Ｙ園）が増加していることから、「制度が複雑で分かりにくい」と

いった声は引き続きあるものの、新たな人件費補助制度の運用開始から２年が経過

したことで、一定制度が定着してきた面もあると考えられる。 

  ・ 一方、人件費等補助金の３職種合計額が大きく減少した背景の１つには「実配置

数の減少」があるといえ、実配置数が減少し、人件費支出が減少したことで、結果

的に人件費支出が園収入の範囲内に収まった可能性も考えられる。 

  ・ なお、児童数が減少すれば、本市の条例基準上、配置が必要となる職員数も減少

するが、保育士等の実配置数が減少した１５６園のうち、７割以上にあたる１１２

園は、条例基準上配置が必要な職員数が増加（２５園）又は同一（４４園）である

中で実配置数が減少している、あるいは、条例基準上配置が必要な職員数の減少以

上に実配置数が減少している（４３園）状況にある。 

  ・ これらの園は、いわば「必要以上に職員が減っている」状況であり、児童数の減

少以外の要因があると考えられる。 

  ・ また、保育士等については、実配置数の減少に伴い、補助上限額も減少すること

も相まって、３⑷で後述するとおり、「補助上限がネックとなり処遇改善が図れない」

ケースが生じており、このことも、人件費等補助金の３職種合計額が大きく減少し

た背景の１つにあると考えられる。 

 

  

  

実配置数減少園
（令和４年度比）

25園 (16.0%) 87園 (55.8%) 44園 (28.2%) 156園 (100%)

43園 (27.6%)

児童数の増減による条例基準必要職員数（令和４年度比）
合　計

②のうち、条例基
準必要職員数の
減少以上に実配
置数が減少して
いる園（④）

同一園（③）減少園（②）増加園（①）

112園 (71.8%)

児童数の減少以外の要因で
実配置数が減少している園

（①＋③＋④）
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２ 人件費収支の状況 

 ⑴ 人件費等補助金の対象職種の人件費（保育士等、調理師等、事務員等のうち、第２

号・３号認定子ども分に係る人件費）について 

  ・ 人件費等補助金の対象職種の人件費の収支差額は、同補助金の算定方法に基づき

算出すると全体として収入が支出を上回っている状況に変わりないが、その差額は、

令和４年度の約５億円から約１３億円拡大し、約１８億円となった。 

  ・ 収支差額の職種別の内訳は、保育士等が約１２．０億円拡大して約２３億円、調

理師等が約１．６億円圧縮して約▲１億円、事務員等が約０．３億円拡大して   

約▲４億円であった。 

  ・ また、収支差額の園平均は、令和４年度の約２百万円から約５百万円増加し、約

７百万円となった。 

  ・ 収支差額が約１３億円拡大した理由は、収入が約１１．６億円増加する一方で、

支出が約１．７億円減少したことによるものであるが、収入の増加のうち約６．７

億円については、令和５年度に実施した控除割合の拡充によるものである。 

・ 残る約４．９億円については、国給付費等が約７．３億円増加した一方で、これ

に伴い人件費等補助金が約２．４億円減少したことによるものである。 

  
 

保育士等
（障害児分含む）

調理師等 事務員等 ３職種計

約269億円 約36億円 約11億円 約316億円
(約+9.6億円) (約+1.3億円) (約+0.8億円) (約+11.6億円)

約236.6億円 約29.0億円 約4.1億円 約269.8億円
(約+6.9億円) (約+0.7億円) (約▲0.2億円) (約+7.3億円)

約16.3億円 約2.3億円 約0.2億円 約18.8億円
(約+5.8億円) (約+0.8億円) (約+0.1億円) (約+6.7億円)

約16.4億円 約4.5億円 約6.8億円 約27.7億円
(約▲3.1億円) (約▲0.2億円) (約+0.9億円) (約▲2.4億円)

約246億円 約36億円 約16億円 約298億円
(約▲2.4億円) (約▲0.3億円) (約+1.1億円) (約▲1.7億円)

約23億円 約▲1億円 約▲4億円 約18億円
(約+12.0億円) (約+1.6億円) (約▲0.3億円) (約+13.3億円)

8,631千円 ▲205千円 ▲1,621千円 6,805千円

50,851千円 7,945千円 1,886千円 46,032千円

▲21,089千円 ▲12,925千円 ▲59,040千円 ▲93,054千円

※２：人件費等補助金における収入認定額（控除後の国給付費及び条例基準部分補助金）

※３：国給付費基本分単価（人件費相当分）からの控除額（控除割合：令和５年度10.0％、令和４年度6.5％）

※４：人件費等補助金の３職種合計額及び障害児加配補助金

令和５年度（下段（）内数字は令和４年度からの増減額）

※５：人件費等補助金制度における支出認定額（職員１人当たり算入上限を適用した人件費に、人件費
       以外の対象経費（職員の紹介手数料や調理業務委託など、人件費に類する費用として本市が認め
       る経費。以下同じ。）を加え、他補助金等で交付される経費を除いた額）。

園収入（①）

人件費等補助金(※４)

控除額(※３)

国給付費等(※２)

※１：対象について、令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４年度は補助対象外園（１園）、
       年度途中廃止園（１園）を除く２６６園。

収支差（最小額）

収支差（最大額）

収支差（園平均）

収支差（①－②）

園支出（②）(※５)
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 ⑵ ３職種以外（園長等）、第１号認定子ども分等を含めた総人件費について 

  ア 全体の状況 

・ 収入が支出を上回っている状況は令和４年度と変わりないが、その差額は約 

１０億円拡大し、約２３億円となった。 

   ・ 収支差額の約２３億円は人件費以外に弾力運用されており、その運用先を全て

特定することはできないが、運用先の１つである単年度積立金は令和４年度の約

３億円から約１０億円に、大きく増加（＋７億円）した。 

 ５年度調査結果 ４年度調査結果 ５年度－４年度 
園収入（①）（※１） 約３６２億円 約３４９億円 ＋約１３億円 

園支出（②）（※２） 約３３９億円 約３３６億円 ＋約３億円 

収支差（①－②） 約２３億円 約１３億円 ＋約１０億円 

収支差（園平均） 8,621 千円 4,925 千円 ＋3,696 千円 

収支差（最大額） 48,772 千円 61,667 千円 ▲12,895 千円 

収支差（最小額） ▲87,981 千円 ▲52,155 千円 ▲35,826 千円 

単年度積立金 約１０億円 約３億円 ＋約７億円 

他会計等繰出金 約６億円 約５億円 ＋約１億円 

累積積立金＋期末資金残高 約２５１億円 約２３４億円 ＋約１７億円 

園数（※３） ２６７園 ２６６園 ＋１園 

  ※１ 令和５年度分として支給・精算された国給付費、条例基準部分補助金、その他

市補助金（人件費等補助金、障害児加配補助金、時間外（延長）保育事業、一時

預かり事業、医療的ケア児保育支援対策費）の人件費相当額（嘱託医分除く。）。 
  ※２ 令和５年度の人件費の法人決算額（嘱託医を除く。）に人件費等補助金の算定

に含めている人件費以外の対象経費を加えた額。 
  ※３ 令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４年度は補助対象外

園（１園）、年度途中廃止園（１園）を除く２６６園。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例基準 その他市補助

約339億円

差額（黒字）は であり、人件費以外の経費に弾力運用されている

約10億円 約6億円

※令和５年度末の各法人の累積積立額等は約251億円

処遇改善

約57億円 約32億円約16億円

（参考）人件費以外の経費（例）

国給付費

園収入

約362億円 約38億円

加算

各種

約219億円

基本分

園支出

約339億円

約23億円

他会計

繰出金

単年度

積立額



12 

  イ 職種別の状況（詳細は別紙２参照） 

   ・ 保育士等は約３２億円、調理師等は約１億円、収入が支出を上回り、事務員等

及び園長はそれぞれ約４億円、支出が収入を上回っている。 

   ・ 事務員等を除いて、収支差額がプラスの方向に動いた（調理師等については、

支出が上回る状況から収入が上回る状況に転じた）が、主な理由は、⑴に記載の

とおり、控除割合の拡充や国給付費の増加、支出の減少等である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ウ 平均人件費の状況（詳細別紙２） 

   ・ 令和４年度と比較し、令和５年度の職員ごとの人件費の平均額は、保育士等、

調理師等、事務員等の３職種全てにおいて増加した。 

    

 

 ⑶ 人件費以外も含めた保育事業に係る全体収支（事業活動収支） 

  ・ 人件費以外も含めた保育事業に係る全体収支（事業活動収支）は、園収入（約   

４５１億円）が園支出（約４１６億円）を約３５億円上回った。 

・ 収支差額は令和４年度（約１９億円）と比較して約１６億円拡大しているが、うち

約１０億円は人件費の収支差の拡大によるものであり、その理由は⑴に記載のとお

り、控除割合の拡充や国給付費の増加、支出の減少等である。 

・ また、残る約６億円は人件費以外の収支差の拡大によるものであるが、その理由は

事務費や事業費の節減と考えられる。 

・ 収支差額の約３５億円については、施設整備等による支出や、積立金、他会計繰出

金、その他の活動による支出といった、人件費をはじめ保育事業以外の経費に運用さ

れている。 

 

常勤職員の平均人件費 （単位：千円） （単位：千円）

５年度 ４年度
差額
(5－4)

５年度 ４年度
差額
(5－4)

保育士等 5,657 5,555 102 5,494 5,363 131
調理師等 5,228 5,114 114 5,132 4,969 163
事務員等 5,605 5,333 272 5,406 5,238 168
※対象について、令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４年度は補
助対象外園（１園）、年度途中廃止園（１園）を除く２６６園。

（単位：百万円）

収入 支出 差額
(収－支)

収入 支出 差額
(収－支)

収入 支出 差額
(収－支)

保育士等 29,230 26,053 3,177 28,294 25,830 2,464 936 223 713
調理師等 3,769 3,645 124 3,553 3,646 ▲93 216 ▲0 216
事務員等 1,189 1,600 ▲411 1,096 1,455 ▲359 93 145 ▲52
園長 1,973 2,361 ▲389 1,910 2,417 ▲507 63 ▲55 118
合計 36,161 33,660 2,501 34,853 33,347 1,505 1,308 313 995

※端数処理により合計や差額が一致しない場合がある。

※その他職員（理事長や警備員等）の人件費に係る収支等は集計していないため、合計は前記アと一致しない。

５年度－４年度

※対象について、令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４年度は補助対象外園（１園）、年度途中廃
止園（１園）を除く２６６園。

４年度調査結果５年度調査結果
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＜人件費以外も含む園全体の収支（事業活動収支）について＞ 

 
 

    

  ・ また、令和５年度の、園ごとの事業活動収支の状況は、黒字の園が２２８園（約

８５％）、赤字の園が３９園（約１５％）と、令和４年度との比較では１０％以上、

黒字の園が増加している。 

    

  ・ ＸＹＺの分類ごとに見ると、Ｘ園は７４園（約９４％）、Ｙ園は１１２園（約９０％）

が、Ｚ園でも、約３分の２の４２園（約６７％）が黒字であり、令和４年度との比

較では、Ｘ園は約６％、Ｙ園は約４％、Ｚ園については１０％以上、黒字の園の割

合が増えている。 

    

    
 
  

※事業活動収支合計額は、各法人の令和５年度の決算書等から引用

事業活動収支差 ：

　人件費収支差 ：

　人件費以外収支差 ：

→35億円は人件費以外の経費に運用

人件費以外の

事業活動収入

人件費以外の

事業活動支出

約77億円

約12億円

約23億円

約89億円）約32億円

約35億円

事業活動収入

事業活動支出

約339億円約416億円

約451億円

人件費支出額

、条例基準： 約16億円 、その他市補助：（国給付費： 約314億円

約362億円人件費収入

差(R5-R4)

黒　字 196園 (73.7%) 228園 (85.4%) +32園
赤　字 70園 (26.3%) 39園 (14.6%) ▲31園
全　体 266園 (100%) 267園 (100%) +1園

令和５年度令和４年度

※対象について、令和５年度は補助対象外園（１園）を除く２６７園、令和４年度
は補助対象外園（１園）、年度途中廃止園（１園）を除く２６６園。

令和５年度

総数

Ｘ園 79園 74園 (93.7%) 5園 (6.3%)
Ｙ園 125園 112園 (89.6%) 13園 (10.4%)
Ｚ園 63園 42園 (66.7%) 21園 (33.3%)
全体 267園 228園 (85.4%) 39園 (14.6%)

※　対象は、令和５年度補助対象外園（１園）を除く２６７園。

赤字黒字

令和４年度
総数

Ｘ園 57園 50園 (87.7%) 7園 (12.3%)
Ｙ園 102園 87園 (85.3%) 15園 (14.7%)
Ｚ園 107園 59園 (55.1%) 48園 (44.9%)
全体 266園 196園 (73.7%) 70園 (26.3%)

黒字 赤字

※　対象は、令和４年度補助対象外園（１園）、年度途中廃止園
（１園）を除く２６６園。

※ 端数処理により合計や差額が一致しない場合がある。 

（参考）令和４年度

事業活動収支差 ：

　人件費収支差 ：

　人件費以外収支差 ：

約19億円

約13億円

約6億円
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  ・ なお、⑵ア記載のとおり、令和５年度の単年度積立金は全体で約１０億円と、令

和４年度の約３億円と比較して大きく増加しているが、累積積立金額と当期末支払

資金残高の総額についても、増加している園が多くなっている。 

    

 

 ⑷ 収支の状況に係る考察 

 ・ ⑴に記載のとおり、人件費等補助金の対象職種の人件費に係る支出について、令和

４年度は２６６園、令和５年度は２６７園と対象園数が増える中で約１．７億円減

少しているが、その背景には、１⑵⑶に記載のとおり、実配置数の減少がある。 

・ また、収入について、約１１．６億円増加しているうちの約６．７億円は、「人件

費等以外も含めた弾力運用の幅を増やし、各園の実情に応じた対応をより一層可能

とする」ことを目的に実施した控除割合の拡充によるものである。 

・ したがって、当初から想定された増加であり、単年度積立金が約７億円増加してい

ることを踏まえると、将来の資金需要等への備えとして有効に活用されていること

が伺える。 

・ それ以外の要因によるものは約４．９億円であるが、その主な要因は、国給付費等

の増加（＋約７．３億円）によるものであり、収入が増え、支出が減る中で、「一定

の補助上限のもとで、人件費に係る収入と支出の差を補助する」人件費等補助金は、

約２億円減少している。 

・ 以上のことから、収支差額は拡大しているものの、①実配置の減少による支出の減

少や、②国制度に基づく収入の増加、③昨年度に実施した控除割合の拡充による効果

によるものであるといえ、人件費等補助金の基本的な枠組みの不備等により、「不足

分を補う」という補助金の基本的な考え方に反する状況が生じた結果ではない。 

  ・ なお、⑵に記載のとおり、収支差額が拡大する中でも、職員ごとの人件費の平均

値は３職種全てにおいて増加しており、引き続き、全体として処遇の維持・向上を

図ることができている。 

 

  

R4→R5増加 198園 (77.3%) 69園 (34.8%) 95園 (48.0%) 34園 (17.2%)

R4→R5減少 58園 (22.7%) 7園 (12.1%) 28園 (48.3%) 23園 (39.7%)

R4→R5増加 134園 (52.3%) 47園 (35.1%) 64園 (47.8%) 23園 (17.2%)
R4→R5減少 39園 (15.2%) 5園 (12.8%) 17園 (43.6%) 17園 (43.6%)
増減なし 83園 (32.4%) 24園 (28.9%) 42園 (50.6%) 17園 (20.5%)

256園 (100%) 76園 (29.7%) 123園 (48.0%) 57園 (22.3%)

累積積立金＋
当期末支払資
金残高(累積)

全体

Ｚ園Ｙ園Ｘ園
３職種

園数

※公益財団法人、学校法人は除く。

積立金
（累積）
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（参考）人件費等補助金額や制度上の上限等と収支状況の関連性 

１ 人件費等補助金額と収支状況の関連性 

 ・ 人件費等補助金が少ないほどＺ園や事業活動収支が赤字の園が増え、補助金が多い

ほどＸ園や事業活動収支が黒字の園が増えるといった傾向は見受けられない。 

  

 

２ 人件費等補助金の制度上の上限等と収支状況の関連性 

・ 以下のとおり、大きな傾向は令和４年度と変わりなく、制度全体で捉えたときに、１

つ１つが大きな課題、具体的にはＺ園が大幅に増える要因になっているとはいえない。 

 

⑴ 平均経験年数と収支状況の関連性 

・ ３職種で見た場合、平均経験年数が１１年以上の園については、１１年未満の園と

比べてＺ園の割合は増加するものの、全２６７園に占めるＺ園の割合と比べると著

しい違いはない。 

・ また、平均経験年数が１１年以上か１１年未満かによらず、事業活動収支の黒字、

赤字の割合はほぼ同じである。 

  

  

令和５年度人件費等補助金（３職種）区分別のＸＹＺ区分（３職種）及び事業活動収支 （単位：園）

30,001千円以上 0 (0.0%) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-)
20,001千円以上～30,000千円以下 6 (2.2%) 0 (0.0%) 2 (33.3%) 4 (66.7%) 6 (100%) 0 (0.0%)

10,001千円以上～20,000千円以下 36 (13.5%) 0 (0.0%) 19 (52.8%) 17 (47.2%) 30 (83.3%) 6 (16.7%)

1円以上～10,000千円以下 218 (81.6%) 73 (33.5%) 104 (47.7%) 41 (18.8%) 185 (84.9%) 33 (15.1%)

0円 7 (2.6%) 6 (85.7%) 0 (0.0%) 1 (14.3%) 7 (100%) 0 (0.0%)

合　計 267 (100%) 79 (29.6%) 125 (46.8%) 63 (23.6%) 228 (85.4%) 39 (14.6%)

全体人件費等補助金
ＸＹＺ区分 事業活動収支

赤字黒字ＺＹＸ

（単位：園）

５年未満 6 (2.2%) 4 (66.7%) 2 (33.3%) 0 (0.0%) 4 (66.7%) 2 (33.3%)

５年以上10年未満 64 (24.0%) 26 (40.6%) 28 (43.8%) 10 (15.6%) 54 (84.4%) 10 (15.6%)

10年以上11年未満 16 (6.0%) 7 (43.8%) 8 (50.0%) 1 (6.3%) 14 (87.5%) 2 (12.5%)

11年未満 86 (32.2%) 37 (43.0%) 38 (44.2%) 11 (12.8%) 72 (83.7%) 14 (16.3%)

11年以上 181 (67.8%) 42 (23.2%) 87 (48.1%) 52 (28.7%) 156 (86.2%) 25 (13.8%)

11年以上15年未満 92 (34.5%) 22 (23.9%) 50 (54.3%) 20 (21.7%) 82 (89.1%) 10 (10.9%)

15年以上20年未満 73 (27.3%) 15 (20.5%) 30 (41.1%) 28 (38.4%) 61 (83.6%) 12 (16.4%)

20年以上 16 (6.0%) 5 (31.3%) 7 (43.8%) 4 (25.0%) 13 (81.3%) 3 (18.8%)

267 (100%) 79 (29.6%) 125 (46.8%) 63 (23.6%) 228 (85.4%) 39 (14.6%)

※対象は、令和５年度補助対象外園（１園）を除く２６７園。

平均経験年数
（常勤のみ）

３職種全体

Ｚ園Ｙ園Ｘ園

全　体

事業活動収支

赤字黒字園数
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 ⑵ 保育士等の常勤割合と収支状況の関連性 

・ 保育士等の常勤割合が８割を超える園では、８割以下の園と比べると保育士等の

Ｚ園の割合は増えるが、９割を超える園に限るとＺ園は存在せず、３職種で見ると、

常勤割合が８割以下の園より、８割を超える園の方がＺ園の割合は小さい。 

・ また、事業活動収支の黒字、赤字の割合は、保育士等の常勤割合が８割を超えるか

８割以下かによらず、ほぼ同じである。 

・ なお、常勤割合が８割を超える園は２６７園中１６園であり、全体の約６％と少数

である。 

  
 

  

（単位：園）

～50.0％ 135 (50.6%) 70 (51.9%) 50 (37.0%) 15 (11.1%) 45 (33.3%) 61 (45.2%) 29 (21.5%) 116 (85.9%) 19 (14.1%)

50.1～60.0％ 55 (20.6%) 25 (45.5%) 23 (41.8%) 7 (12.7%) 15 (27.3%) 28 (50.9%) 12 (21.8%) 46 (83.6%) 9 (16.4%)

60.1～70.0％ 40 (15.0%) 19 (47.5%) 13 (32.5%) 8 (20.0%) 9 (22.5%) 17 (42.5%) 14 (35.0%) 35 (87.5%) 5 (12.5%)

70.1～80.0％ 21 (7.9%) 10 (47.6%) 7 (33.3%) 4 (19.0%) 6 (28.6%) 10 (47.6%) 5 (23.8%) 18 (85.7%) 3 (14.3%)

～80.0％ 251 (94.0%) 124 (49.4%) 93 (37.1%) 34 (13.5%) 75 (29.9%) 116 (46.2%) 60 (23.9%) 215 (85.7%) 36 (14.3%)

80.1％～ 16 (6.0%) 7 (43.8%) 5 (31.3%) 4 (25.0%) 4 (25.0%) 9 (56.3%) 3 (18.8%) 13 (81.3%) 3 (18.8%)

80.1～90.0％ 14 (5.2%) 7 (50.0%) 3 (21.4%) 4 (28.6%) 4 (28.6%) 7 (50.0%) 3 (21.4%) 11 (78.6%) 3 (21.4%)

90.1％～ 2 (0.7%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%) 2 (100.0%) 0 (0.0%)
267 (100%) 131 (49.1%) 98 (36.7%) 38 (14.2%) 79 (29.6%) 125 (46.8%) 63 (23.6%) 228 (85.4%) 39 (14.6%)

※対象は、令和５年度補助対象外園（１園）を除く２６７園。

全　体

Ｚ園Ｙ園Ｘ園
保育士等

園数
赤字

事業活動収支３職種
Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園 黒字

常勤割合
（保育士等）
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３ 定員充足率と収支状況の関連性 

 ・ 定員充足率（第２号・３号認定こどもに係る利用定員に占める入所児童数の割合）

が低くなると、Ｚ園の割合が増える傾向は令和４年度と変わりない。 

・ なお、令和５年度に定員を見直した（引き下げた）園においては、引き続き定員割

れの状況が続いており、Ｚ園の割合も高くなっている。 

・ また、事業活動収支の黒字、赤字の割合についても、定員充足率が低い園ほど赤字

の園の割合が高くなる傾向が伺える。 

  

  

  

令和５年度利用定員充足率区分別のＸＹＺ区分（３職種）及び事業活動収支 （単位：園）

＋30％～ 3 (1.1%) 2 (66.7%) 1 (33.3%) 0 (0.0%) 2 (66.7%) 1 (33.3%)
＋25％～ 0 (0.0%) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-)
＋20％～ 1 (0.4%) 0 (0.0%) 1 (100%) 0 (0.0%) 1 (100%) 0 (0.0%)
＋15％～ 18 (6.7%) 8 (44.4%) 8 (44.4%) 2 (11.1%) 18 (100%) 0 (0.0%)
＋10％～ 33 (12.4%) 17 (51.5%) 12 (36.4%) 4 (12.1%) 30 (90.9%) 3 (9.1%)
＋５％～ 26 (9.7%) 7 (26.9%) 16 (61.5%) 3 (11.5%) 24 (92.3%) 2 (7.7%)
±０％～ 46 (17.2%) 7 (15.2%) 24 (52.2%) 15 (32.6%) 38 (82.6%) 8 (17.4%)
小計 127 (47.6%) 41 (32.3%) 62 (48.8%) 24 (18.9%) 113 (89.0%) 14 (11.0%)
～▲５％ 40 (15.0%) 13 (32.5%) 20 (50.0%) 7 (17.5%) 39 (97.5%) 1 (2.5%)
～▲10％ 49 (18.4%) 15 (30.6%) 21 (42.9%) 13 (26.5%) 41 (83.7%) 8 (16.3%)
～▲15％ 18 (6.7%) 5 (27.8%) 10 (55.6%) 3 (16.7%) 15 (83.3%) 3 (16.7%)
～▲20％ 13 (4.9%) 1 (7.7%) 4 (30.8%) 8 (61.5%) 10 (76.9%) 3 (23.1%)
～▲25％ 8 (3.0%) 1 (12.5%) 3 (37.5%) 4 (50.0%) 5 (62.5%) 3 (37.5%)
～▲30％ 7 (2.6%) 2 (28.6%) 2 (28.6%) 3 (42.9%) 3 (42.9%) 4 (57.1%)
▲30％～ 5 (1.9%) 1 (20.0%) 3 (60.0%) 1 (20.0%) 2 (40.0%) 3 (60.0%)
小計 140 (52.4%) 38 (27.1%) 63 (45.0%) 39 (27.9%) 115 (82.1%) 25 (17.9%)

267 (100%) 79 (29.6%) 125 (46.8%) 63 (23.6%) 228 (85.4%) 39 (14.6%)

ＸＹＺ区分 事業活動収支

赤字黒字ＺＹＸ

合計

園数

定
員
割
れ

定
員
超
過

利用定員
充足率

（単位：園）

0 (0.0%) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-)
～▲５％ 4 (1.5%) 1 (25.0%) 3 (75.0%) 0 (0.0%) 4 (100%) 0 (0.0%)
～▲10％ 10 (3.7%) 2 (20.0%) 4 (40.0%) 4 (40.0%) 7 (70.0%) 3 (30.0%)
～▲15％ 5 (1.9%) 1 (20.0%) 3 (60.0%) 1 (20.0%) 3 (60.0%) 2 (40.0%)
～▲20％ 5 (1.9%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 5 (100%) 3 (60.0%) 2 (40.0%)
～▲25％ 2 (0.7%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 2 (100%) 0 (0.0%) 2 (100%)
～▲30％ 1 (0.4%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (100%) 0 (0.0%) 1 (100%)
▲30％～ 0 (0.0%) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-) 0 (-)
小計 27 (10.1%) 4 (14.8%) 10 (37.0%) 13 (48.1%) 17 (63.0%) 10 (37.0%)

27 (10%) 4 (14.8%) 10 (37.0%) 13 (48.1%) 17 (63.0%) 10 (37.0%)

令和５年度利用定員引下げ園に係る利用定員充足率区分別のＸＹＺ区分（３職種）及び事業活動収支

定
員
割
れ

合計

定員超過

利用定員
充足率

園数
ＸＹＺ区分 事業活動収支

Ｘ Ｙ Ｚ 黒字 赤字
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３ 園運営の実態に係る調査結果 

 ⑴ 回答数 

   ２５０園／２６７園（約９４％） 
   ※ 令和５年度の民間保育園等（認定こども園のうち幼稚園型を除く。）２６８園の

うち、同年度補助金申請対象外の１園を除く２６７園が調査対象。 
 
 ⑵ 令和５年度分の職員給与について 

  ア 職員給与の見直し状況等について 

   ・ 「実施していない」園は２５０園のうち１２９園（約５２％）、「実施した」園

は１２０園（約４８％）、「回答なし」が１園（約１％）であった。 

   ・ 「実施した」園における見直しの方向性について、「引上げのみ」を実施した園

は５３園（約２１％）であり、前年度から４９園増加（約１３倍）した。 

   ・ 「引下げのみ」を実施した園は４６園（約１８％）であり、前年度から２０園

（約３０％）減少した。 

  

 

  イ 引上げを実施した園の状況等について 

   (ｱ) 「引上げのみ」を実施した園のＸＹＺ判定 

    ・ ５３園中、３職種全体のＸＹＺ分布は、Ｘ園が１３園（約２５％）、Ｙ園が   

３０園（約５７％）、Ｚ園が１０園（約１９％）であった。 

  

 

  

給与見直しの状況

引上げのみ 引下げのみ 両方

250園 129園 120園 53園 46園 21園 1園
(100%) (51.6%) (48.0%) (21.2%) (18.4%) (8.4%) (0.4%)
221園 136園 84園 4園 66園 14園 1園
(100%) (61.5%) (38.0%) (1.8%) (29.9%) (6.3%) (0.5%)

+29園 ▲7園 +36園 +49園 ▲20園 +7園 0園
(13.1%) (▲5.1%) (42.9%) (1,225%) (▲30.3%) (50.0%) (0.0%)

267園

対前年度比較
（Ｒ５－Ｒ４）

令和４年度給与
（参考：昨年度調査）

回答なし
実施して
いない

回答数施設数 実施した 見直しの方向性

令和５年度給与 267園

３職種 13園 (24.5%) 30園 (56.6%) 10園 (18.9%)

保育士等 22園 (41.5%) 25園 (47.2%) 6園 (11.3%)

調理師等 13園 (24.5%) 22園 (41.5%) 18園 (34.0%)

事務員等 8園 (15.1%) 17園 (32.1%) 28園 (52.8%)

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

267園 53園 (100%)

施設数
令和５年度分給
与を「引上げの
み」実施
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   (ｲ) 引上げのみを実施した一番の理由 

    ・ ５３園中、令和５年度に国が実施した「公定価格の引上げ」が２３園（約   

４３％）で最も多く、続いて、「その他の理由」が２０園（約３８％）であっ

た。 

・ 「その他の理由」の具体的な内容としては、「最低賃金の引上げ」、「職員の

安定的な雇用のため」、「物価高騰への対応」などが挙げられている。 

  

 

   (ｳ) 「引上げのみ」を実施した園における引上げ対象の職種 

    ・ ５３園中、保育士等は５２園（約９８％）、調理師等は４７園（約８９％）、

園長は３７園（約７０％）、事務員等は３４園（約６４％）で引上げの対象と

された（複数回答可）。 

    

 

   (ｴ) 「引上げのみ」を実施した園における引上げ対象の給与 

    ・ ５３園中、賞与を引き上げた園が３２園（約６０％）、本給を引き上げた園

が２７園（約５１％）、各種手当を引き上げた園が１０園（約１９％）であっ

た（複数回答可）。 

    

 

  

ＸＹＺ判定 控除割合拡大

（6.5%→10%）

制度上の
取扱い

その他

53園 1園 1園 4園 3園 23園 1園 20園
(100%) (1.9%) (1.9%) (7.5%) (5.7%) (43.4%) (1.9%) (37.7%)

267園

施設数
令和５年度分
給与を「引上
げのみ」実施

「引上げのみ」の理由

人件費等補助金に由来するもの
公定価格
の引上げ

人件費以外
の収支

その他の
理由

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

53園 37園 52園 47園 34園 6園
(100%) (69.8%) (98.1%) (88.7%) (64.2%) (11.3%)

令和５年度分
給与を「引上
げのみ」実施

267園

引上げ対象の職種
施設数

本給 賞与 各種手当

53園 27園 32園 10園
(100%) (50.9%) (60.4%) (18.9%)

施設数
令和５年度分
給与を「引上
げのみ」実施

引上げ対象の給与

267園
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   (ｵ) 「引上げのみ」又は「両方（引上げ・引下げ）」を実施した園の状況 

    ・ 「引上げのみ」又は「両方」を実施した引上げ実施園７４園中、引上げにあ

たって、令和５年度に国が実施した公定価格の引上げを考慮した園は４０園（約

５４％）であった。 

    ・ なお、「考慮していない」と回答した３４園についても、公定価格の引上げに

よる国給付費の増収分を、引上げの原資とされたと考えられる。 

    

 

  ウ 引下げを実施した園の状況等について 

   (ｱ) 「引下げのみ」を実施した園のＸＹＺ判定 

    ・ ４６園中、３職種全体のＸＹＺ分布は、Ｘ園が６園（約１３％）、Ｙ園が２８

園（約６１％）、Ｚ園が１２園（約２６％）であった。 

  

 

   (ｲ) 「引下げのみ」を実施した一番の理由 

    ・ ４６園中、人件費の収支状況を理由とする「ＸＹＺ判定」が３０園（約６５％）

で最も多く、続いて、公定価格の引上げに伴う補助金の減少や経験年数加算の

上限といった人件費等補助金の仕組みを理由とする「人件費等補助金の制度上

の取扱い」が６園（約１３％）であった。 

    

 

  

考慮した 考慮していない

74園 40園 34園
(100%) (54.1%) (45.9%)

267園

令和５年度分給与の
引上げ実施（引上げ
のみ又は両方）

施設数 公定価格の引上げについて

３職種 6園 (13.0%) 28園 (60.9%) 12園 (26.1%)

保育士等 15園 (32.6%) 24園 (52.2%) 7園 (15.2%)

調理師等 5園 (10.9%) 17園 (37.0%) 24園 (52.2%)

事務員等 2園 (4.3%) 23園 (50.0%) 21園 (45.7%)

施設数

267園 46園

Ｚ園Ｙ園Ｘ園令和５年度分給
与を「引下げの
み」実施

(100%)

ＸＹＺ判定
制度上の
取扱い

その他

46園 30園 6園 5園 5園
(100%) (65.2%) (13.0%) (10.9%) (10.9%)

267園

施設数
令和５年度分
給与を「引下
げのみ」実施

「引下げのみ」の理由
人件費等補助金に由来するもの

その他の
理由
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    ・ 「ＸＹＺ判定」を一番の理由とした３０園のうち、３職種全体のＸＹＺ分布は、

Ｘ園が６園（２０％）、Ｙ園が１８園（６０％）、Ｚ園が６園（２０％）であった。 

  

 

   (ｳ) 「引下げのみ」を実施した園における引下げ対象の職種及び勤務形態 

    ・ ４６園中、保育士等は４５園（約９８％）、園長は４２園（約９１％）、調理

師等は４０園（約８７％）、事務員等は３５園（約７６％）で引下げの対象と

され、３職種以上を引き下げた園が４０園（約８７％）であった。 

・ また、４２園（約９１％）においては、「園長のみ」又は「園長と他の職種の

組合せ」で見直しが実施された（複数回答可）。 

    

    

    ・ なお、引き下げた勤務形態は、常勤が４６園全て（１００％）、非常勤が    

４６園中４園（約９％）であった（複数回答可）。 

 

   (ｴ) 「引下げのみ」を実施した園における引下げ内容 

    ・ ４６園中、賞与を引き下げた園が４２園（約９１％）、本給を引き下げた園

が１４園（約３０％）、各種手当を引き下げた園が４園（約９％）であった（複

数回答可）。 

    
 

  

３職種 6園 (20.0%) 18園 (60.0%) 6園 (20.0%)

保育士等 12園 (40.0%) 15園 (50.0%) 3園 (10.0%)

調理師等 3園 (10.0%) 9園 (30.0%) 18園 (60.0%)

267園 30園 (100%) 事務員等 2園 (6.7%) 18園 (60.0%) 10園 (33.3%)

ＸＹＺ判定を一
番の理由に令和
５年度分給与を
「引下げのみ」
実施

施設数

Ｘ園 Ｙ園 Ｚ園

園長 保育士等 調理師等 事務員等 その他職員

46園 42園 45園 40園 35園 1園
(100%) (91.3%) (97.8%) (87.0%) (76.1%) (2.2%)

施設数
令和５年度分
給与を「引下
げのみ」実施

引下げ対象の職種

267園

１職種 ２職種 ３職種 ４職種 ５職種

46園 1園 5園 9園 30園 1園
(100%) (2.2%) (10.9%) (19.6%) (65.2%) (2.2%)

267園

施設数
令和５年度分
給与を「引下
げのみ」実施

引下げ対象は何職種か

本給 賞与 各種手当

46園 14園 42園 4園
(100%) (30.4%) (91.3%) (8.7%)

施設数
令和５年度分
給与を「引下げ
のみ」実施

引下げ対象の給与

267園
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    ・ 賞与の引下げ内容について、４２園中、「支給額の見直し」が２４園（約    

５７％）、「支給月数の見直し」が１２園（約２９％）、「支給率の見直し」が

６園（約１４％）であった（複数回答可）。 

    

 

    （参考）賞与の支給状況（常勤職員の全園平均） 

職種 
令和５年度 令和４年度 

平均支給額 平均月数 平均支給額 平均月数 

保育士等（保育

補助、講師除く） 
1,148,632 円 3.92 月 1,144,528 円 3.72 月 

調理師等 1,110,800 円 3.92 月 1,097,100 円 3.88 月 

事務員等 1,111,581 円 3.60 月 1,053,862 円 3.49 月 

園長 1,915,687 円 3.94 月 1,943,447 円 4.00 月 

 

    ・ 本給の引下げ内容について、１４園中、「昇給幅」が６園（約４３％）、「昇

給停止」が５園（約３６％）であった（複数回答可）。 

    
 

 ⑶ 令和６年度分の職員給与（予定含む）について 

  ア 職員給与の見直し状況について 

   ・ ２５０園中、「実施しない・未定」の園は１１５園（４６％）、「実施予定」の園

は１３３園（約５３％）、「回答なし」が２園（約１％）であった。 

   ・ 「実施予定」の園における見直しの方向性について、「引上げのみ」を実施予定

の園は８１園（約３２％）、「引下げのみ」を実施予定の園は１３園（約５％）、引

下げと引上げの「両方」を実施予定の園は２９園（約１２％）、見直し予定だが「見

直しの方向性が未定」の園は１０園（約４％）であった。 

  
 

  

支給額 支給月数 支給率 その他

42園 24園 12園 6園 2園
(100%) (57.1%) (28.6%) (14.3%) (4.8%)

267園

賞与の見直し内容
施設数

令和５年度分
賞与を「引下げ
のみ」実施

昇給幅 昇給停止 その他

14園 6園 5園 4園
(100%) (42.9%) (35.7%) (28.6%)

267園

施設数
令和５年度分
本給を「引下げ
のみ」実施

本給の見直し内容

令和６年度給与見直しの状況

引上げのみ 引下げのみ 両方 方向性未定

250園 115園 133園 81園 13園 29園 10園 2園
(100%) (46.0%) (53.2%) (32.4%) (5.2%) (11.6%) (4.0%) (0.8%)

267園

施設数 回答数
実施しない

／未定
実施予定 回答なし見直しの方向性
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  イ 「引上げのみ」又は「両方（引上げ・引下げ）」実施予定園の状況 

   ・ 「引上げのみ」又は「両方」を実施予定の１１０園中、引上げにあたって、令和

５年度に国が実施した公定価格の引上げを考慮した園は６６園（６０％）であっ

た。 

    

 

  ウ 「引下げのみ」実施予定の一番の理由 

   ・ 「引下げのみ」を実施予定の１３園中、公定価格の引上げに伴う「国給付費の

増加により補助金が減少する」、あるいは「補助上限がある」といった「人件費

等補助金の制度上の取扱い」と、「その他」を理由に挙げた園がそれぞれ５園（約

３９％）で、最も多かった。 

   ・ 「その他」の具体的な内容としては、「定員割れのため」、「単年度決算が赤字

のため」などが挙げられている。 

    
 

  エ 「引下げのみ」又は「両方（引上げ・引下げ）」実施予定園の状況 

   ・ 「引下げのみ」又は「両方」を実施予定の４２園中、人件費等補助金上の補助

上限額が変わらないことを理由に引下げを予定している園は２８園（約６７％）

であった。 

    

 

  

考慮した 考慮していない

110園 66園 44園
(100%) (60.0%) (40.0%)

令和６年度分給与の
引上げ予定（引上げ
のみ又は両方）

公定価格の引上げについて

267園

施設数

ＸＹＺ判定 制度上の取扱い

13園 3園 5園 5園
(100%) (23.1%) (38.5%) (38.5%)

267園

施設数
令和６年度分給
与を「引下げの
み」実施予定

「引下げのみ」の理由

人件費等補助金に由来するもの
その他の理由

補助上限額が変わらな
いため引下げる園

その他の園

42園 28園 14園
(100%) (66.7%) (33.3%)

267園

施設数
令和６年度分給与の
引下げ予定（引下げ
のみ又は両方）
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  オ 「実施しない・未定」又は「実施するが見直しの方向性未定」園の状況 

   ・ 「実施しない・未定」又は「実施するが見直しの方向性未定」の１２５園中、引

上げの意思はあるが人件費等補助金上の補助上限額がネックとなっている園は 

６０園（４８％）であった。 

   ・ なお、「その他」と回答した園の中には、「処遇改善を行い、人件費支出を増や

せば補助金が増える」という人件費等補助金の基本的な仕組みを十分に理解され

ておらず、「公定価格の引上げにより国給付費が増加した分、補助金が減って園収

入の総額が変わらない」ことがネックであると考えておられる園も、一定数存在

すると考えられる（このような園の中には、処遇改善を実施することで支出認定

額が補助上限額を上回る園もあると考えられる。）。 

    
 
 （参考）給与見直しの概算影響額について 

 令和５年度分 令和６年度分（予定） 合計 

引上げ・引下げ合計 ０．２５億円 １．２２億円 １．４７億円 

 ３職種のみ ０．３７億円 １．１３億円 １．５１億円 

引下げのみ ▲１．２１億円 ▲０．３１億円 ▲１．５２億円 

 ３職種のみ ▲０．９６億円 ▲０．２５億円 ▲１．２１億円 

 

 ⑷ 実態調査の結果を踏まえた考察について 

  ア 令和５年度分の職員給与について 

・ 令和５年度分の給与を「引上げのみ」を実施した園の割合は、令和４年度分と比

較すると約２％から２割以上に増加しており、この背景には、控除割合の拡充や、

公定価格の引上げ等があると考えられる。 

・ 一方、「引下げのみ」実施した園は２０園（約３０％）減少し、全体の２割未満

となったが、一定数存在している。 
 

(ｱ) 「ＸＹＺ判定」からの考察 

・ 「引下げのみ」を実施した一番の理由のうち、最も多い３０園（約６５％）   

が回答したのは「ＸＹＺ判定」であるが、３０園のうち、「３職種全体で支出が

収入を超過しているＺ園」又は「いずれかの職種がＺ園」である２２園（約７３％）

については、人件費の収支改善を図るために、引下げを行ったものと考えられる。 
 

(ｲ) 支出認定額と補助上限額の関係性からの考察 

・ 理由を問わずに見た場合、「引下げのみ」を実施した園の内訳は、Ｘ園が６園

（約１３％）、Ｙ園が２８園（約６１％）、Ｚ園が１２園（約２６％）であるが、

Ｙ園のうち６割以上の１７園は支出が補助上限を超えており、１０％に拡充した

控除額も活用して、人件費支出を賄うことができている状況である。 

引上げ意思はあるが補
助上限額がネックと
なっている園

その他の園

125園 60園 65園
(100%) (48.0%) (52.0%)

施設数
令和６年度分給与の
実施しない・未定、
見直しの方向性未定

267園
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・ したがって、控除額を全て人件費に充てても支出が超過しているＺ園と合わせて、

「引下げのみ」を実施した４６園のうち、２９園（約６３％）は支出が補助上限を

超えており、人件費以外も含め、園運営全体を考えた結果、人件費の引下げを選択

されたものと推察される。 

・ こうした園においては、中長期的には、公益社団法人京都市保育園連盟が設置す

る専門相談窓口や、令和７年度までの持続可能な園運営サポートを活用しながら、

園運営全体の見直しを進めていただく必要があるが、短期的視点では、公定価格の

引上げといった国の動向などに沿って、職員処遇の向上を期待することは現実的に

難しい。 

 

  イ 令和６年度分の職員給与について 

・ 令和６年度については、公定価格の引上げ等を踏まえて引上げのみを実施する園

が８１園（約３２％）ある一方、 

・ 給与引上げを行う意思はあるが、人件費等補助金の補助上限額が課題となっ

ている園が６０園 

・ 公定価格の引上げが実施されても補助上限額が変わらないため給与引下げを

行う予定の園が２８園 

あり、補助上限がネックとなり、公定価格の引上げ分を保育士等の処遇改善に反映

することが難しい状況にある園が一定数存在していると考えられる。 
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４ その他考慮すべき事項 

 ⑴ 保育現場からの意見・要望 

  ア 人件費等補助金等に関するもの 

・ 主な内容は以下のとおりであり、「補助上限の引上げ」に関連するものが多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  イ 保育の担い手不足に関するもの 

   ・ 今年度、国において実施された４・５歳児の配置基準の見直しに加え、今後、

１歳児の配置基準の見直しも予定されていること、また、「こども誰でも通園制度」

の本格実施を令和８年度に控えていることなどにより、全国的にも保育士確保が

困難となる中、引き続き、安心・安全な保育環境を維持していくために、京都市

保育人材サポートセンターの機能強化、京都市独自の奨学金返済や就学資金の補

助制度の創設など、「保育の担い手確保」のための対策を求める声がある。 

 

  ウ その他のもの 

   ・ 大規模災害への備えや安心・安全な保育環境の維持のために行う設備の入替え

や中規模修繕に係る補助制度の構築や、老朽化対策事業の継続的な実施を求める

声がある。 

 

 ⑵ 保育の担い手の減少 

  ・ １⑵に記載のとおり、令和４年度と比較して、約６割の園で保育士等の実配置数

が減少している。 

  ・ 保育士等の実配置数の減少には、児童数の減少により、本市の条例基準上配置が

必要となる職員数が減少することや、今後更に少子化が進行することを見据えて、

退職等により欠員が生じても職員の補充を意図的に行っていない園があることを踏

まえると、「保育士等の実配置数の減少していること自体が問題である」と一概にい

うことは適切ではないが、⑴イに記載のとおり、保育現場から担い手確保に係る意

見・要望があることも事実である。 

  ・ この点に関連し、平均経験年数について、１⑵ウに記載のとおり、補助上限額の

減少に与えている影響は限定的であるが、通常、１年経過すれば平均経験年数は  

１年増加するところ、保育士等においては 0.3 年の増加に止まっている。 

・ 保育士等、調理師等、事務員等の補助単価（基礎単価）の引上げ 
  （保育士等：５，１７２千円、調理師等・事務員等：４，４９２千円） 
  ※ 保育士等は保育補助を除く常勤単価であり、事務員等は国補助（保育

体制強化事業）を活用した場合の単価 
・ 経験年数加算の上限（１１年・７％）の引上げ 
・ 保育士等の常勤割合（常勤：非常勤＝８：２）の引上げ 
・ 保育士等の補助算定職員数（加配職員数）の拡大 
・ 障害児加配補助金の単価の引上げ 
  （１号児童分：１，２００千円、２・３号児童：３，１８９千円） 
・ 収入認定額からの控除割合（１０．０％）の拡大 
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  ・ その理由としては、ベテラン職員が定年退職したことで平均経験年数が下がった

ケースもあるが、若手や中堅の職員が辞めて新規採用職員を補充したケースなども

あると考えられ、また、現場からは、中途退職した職員の後任が見つからないとい

う声も数多く聞くことから、人材が定着しない実情が伺える。 

  ・ こうした状況を踏まえると、各園において安心・安全な保育環境を維持・継続し

ていくためには、少なくとも「雇いたいときに、雇うことができる」ことが望まし

く、その環境に近づけるための対策が必要であると考える。 

  ・ なお、保育現場や養成校、保育関係団体が開催する就職フェア等に訪れる学生の

声から、近年、就職先を選ぶに当たって、単に給与額のみならず、時間外勤務の少

なさや休暇の取得しやすさといった労働環境を重視する傾向が伺える。 

・ こうした労働環境の整備も処遇改善の一環であると考えられ、各園における働き

方改革の推進も、人材の確保に当たって考慮すべき重要な要素となっている。 

  

 

 ⑶ 国における公定価格の大幅な引上げ 

  ・ 令和５年人事院勧告を踏まえ、国において、令和５年度の公定価格の人件費相当

分について、＋５．２％という大幅な改定が実施された。 

  ・ 公定価格の引上げにより、各園の国給付費収入が増加することとなり、３⑷に記

載のとおり、これを踏まえて給与を引き上げた、又は引上げを予定している園も一

定数存在している。 

・ 一方で、人件費等補助金は「一定の補助上限のもと、人件費等の収入と支出の差

額を補助する」制度であるため、国給付費収入が増えても、その分人件費等補助金が

減少し、収入総額が変わらない園も生じている（計１５０園）。 

 

  

（単位：園）

令和４年度 令和５年度 差（R5-R4)
保育士等 13.0年 13.3年 0.3年 152 (57.6%) 104 (39.4%) 8 (3.0%)
調理師等 9.9年 10.7年 0.8年 168 (74.0%) 54 (23.8%) 5 (2.2%)
事務員等 13.8年 14.0年 0.2年 76 (81.7%) 15 (16.1%) 2 (2.2%)
３職種 12.6年 13.0年 0.4年 154 (58.3%) 101 (38.3%) 9 (3.4%)
※園別増減状況は、各職種において常勤職員の配置がある園で比較している（保育士等264園、
調理師等227園、事務員等93園、３職種264園）

平均経験年数（常勤）
同一園減少園増加園

園別増減状況（※）
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  ・ こうした園においては、処遇改善を実施し、人件費支出を増やすことで、その分

人件費等補助金も増加するというのが人件費等補助金の基本的な仕組みであるが、

補助上限との関係で、「処遇改善を実施すると支出が補助上限を超える」、あるいは

「既に支出が補助上限を超えている」園（計１２６園）においては、公定価格の引

上げに準じた処遇改善を実施するには、新たな園負担が生じることとなる。 

    
  ・ このような場合には、国の動向に沿った処遇改善が実施されることを期待しがた

い面もあり、園運営全体のやりくりにより処遇改善を実施される園においても、そ

の持続可能性に懸念がある。 

・ また、３職種とも、非常勤職員の平均人件費は補助単価を下回っているものの、常

勤職員の平均人件費は補助単価の最大値を超えており、その状況が複数年続いてい

る状況にも留意する必要がある。 

    

 

 ⑷ 令和５年度に実施した収入認定額からの控除割合の拡充（国給付費の基本分単価（人

件費相当部分）の６．５％から１０．０％）の評価 

  ・ 令和５年１１月に、各園の実情に応じた対応をより一層可能とし、将来に渡って

処遇の維持・向上を図ることができる環境を整えるため、同年４月に遡って、「収入

認定額からの控除割合の６．５％から１０％への拡充」を実施した。 

・ この充実は、人件費支出が補助上限を超過していないＸ園やＹ園も含め、約３割

の園で令和４年度分の給与引下げが行われ、その背景にあった、積立や修繕、借入金

の返済といった人件費以外に活用できる裁量が、令和４年度の制度再構築により狭

まったことによる不安を払しょくするために行ったものである。 

  ・ 控除割合を１０．０％に拡充したことにより、令和５年度の控除額は、６．５％

のままであった場合と比較すると約６．６億円増加した一方、借入金等の負債総額

は減少し、２⑵及び⑶に記載のとおり、積立金などは増加しており、将来の資金需

要に対する一定の備えも実現できている。 

（単位：千円）

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

保育士等 5,525 5,384 5,393 5,555 5,657 5,534
調理師等 4,949 4,935 4,968 5,114 5,228 4,806
事務員等 5,562 5,233 5,349 5,333 5,605 4,806

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

保育士等 1,269 1,183 1,495 1,638 1,682 3,189
調理師等 1,081 1,126 1,177 1,167 1,251 3,019
事務員等 1,059 1,096 965 1,184 1,229 －

補助単価
（最大）

補助単価
（最大）

常勤職員

非常勤職員
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・ 以上のことから、控除割合の拡大は、その目的であった園の安定的な運営の確保

に資することができているといえる。 

・ なお、累積積立金及び当期末支払資金残高の増加額は、１園当たりに換算すると

約５８０万円で、事業活動収入の平均（約１．７億円）の３％程度であること、全て

の園で単年度の資金収支が黒字になっているような状況ではないことから、制度の

在り方の観点から、１０％という控除割合の設定が過剰であるとはいえない。 

  

 

 

 ⑸ まとめ 

  ・ ⑶に記載の今回の公定価格の大幅な引上げは、全国的な保育の担い手不足も背景

にあると考えられるところ、各園において、給与引上げや働き方改革の推進といっ

た処遇改善が適切かつ継続的に実施できる環境を整えることが、公定価格引上げの

趣旨に適うと考えられる。 

・ また、⑴アに記載のとおり、各園及び保育関係団体等からも補助上限の引上げに係

る意見や要望をいただいている。 

  ・ そのため、安定的な保育環境を維持・継続していくためには、「国において処遇改

善が実施されたら、自動的に市の制度も充実していた」という旧制度の課題には留

意しつつ、３⑷に記載のとおり、処遇改善を実施する又は実施予定の園が１２２園、

補助上限が課題となり処遇改善ができない園が８８園存在する現状も踏まえ、「処遇

改善の意思がある園が、適切に実施できる」状況を整えるための対策を講じる必要

がある。 

  ・ なお、処遇の改善を図ることは、⑵に記載の保育の担い手確保に係る課題の解消

の一助にもなると考えられる。 

 

  

控除割合拡充による影響額 （単位：千円）

控除割合10％ 控除割合6.5％
差

（10％－6.5％）

保育士等 1,629,237 1,058,993 570,244
調理師等 227,562 147,908 79,654
事務員等 24,250 15,758 8,492
３職種計 1,881,049 1,222,659 658,390

（単位：千円）

前年度比 前年度比 前年度比 前年度比 前年度比
令和３年度 22,674,543 － 7,006,644 － 270,314 － 15,667,899 － 10,479,290 －
令和４年度 23,382,322 707,779 7,522,360 515,716 263,913 ▲6,402 15,859,962 192,063 11,094,261 614,971
令和５年度 25,054,095 1,671,772 8,090,198 567,839 991,276 727,363 16,963,896 1,103,934 10,396,336 ▲697,925

※公益財団法人、学校法人は除く（対象園数は、令和３年度：260園、令和４年度：259園、令和５年度：258園）。

負債

※園の新設、廃止等があるため、例えば令和４年度の累積積立金と令和５年度の単年度積立金の合計は、令和５年度の累積積立金と一致しない。

当期末支払資金残高
当期末支払資金残高と

積立金の合計
積立金

累積単年度
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５ 今後の対応（案） 

 ・ 以上のとおり、旧制度の課題解消を図りながら、定期昇給等も含め、３職種全ての

人件費が増加し、処遇の維持向上が実現できていること、控除割合の拡大の効果もあ

り、将来への備えもできつつあることを踏まえると、引き続き、制度再構築の目的が

達成できている状況が継続しているといえる。 

 ・ 一方で、国における公定価格の引上げとこれに伴う人件費等補助金への影響や各園

の対応状況、現在の人件費の状況、昨今の保育の担い手が不足している状況等を考慮

し、安定的な園運営をより一層確保する観点から、現在の制度の枠組みを維持しつつ、

補助上限に関して一定の措置を講じる。 

・ ただし、旧制度の課題の１つに「国制度の充実を確実に反映できる制度となってい

ない」ことがあり、この解消を図るために制度再構築を行った経過を踏まえると、単に

「国が処遇を引き上げたから、補助上限を引き上げる」ことは適切ではなく、補助上限

の引上げを通じて、保育現場の課題解消や「望ましい」・「京都らしい」保育の実践に繋

げることを目指し、処遇改善を図ると同時に「京都の保育」の魅力を高めることで、現

場で働く保育士等の「働きがい」の向上や人材確保、ひいては、市民がより一層「預け

たい」と思える保育環境整備を図っていくことが重要である。 

・ このことを踏まえ、保育関係団体や各園等との意見交換等を通じて把握している現

場の声などをもとに、「望ましい保育」、「京都らしい保育」の姿とは何か、その姿を実

現するためにはどのような対応が必要かについて、制度全体への影響の程度の大小（２

（参考）等参照）に捕らわれず、改めて検討を行った。 

・ 検討の結果、以下の⑴アに記載の４つを「望ましい保育」、「京都らしい保育」の姿と

して掲げ、その実現に資する方策として、以下の⑴イに記載の対応を実施する。 

・ その他、以下の⑵に記載の対応についても、併せて実施する。 

 

 ⑴ 「望ましい」・「京都らしい」保育の姿と実現のための方策 

  ア 「望ましい」・「京都らしい」保育の姿 

① 「長く働くことができ、経験が活きる」保育園・認定こども園 

   ② 「多様性」を受け入れ、「包摂性」のある保育 

   ③ 「ワークライフバランス」が実践できる保育園・認定こども園 

   ④ 「子どもの成長」に応じたゆとりある保育 

 

  イ 「望ましい」・「京都らしい」保育の姿を実現するための方策 

   ※ ③を除き、令和６年度当初に遡って実施。 

    ① 「長く働くことができ、経験が活きる」保育園・認定こども園 

    （対応の観点・目指す姿） 

     ・ 経験によるスキルアップをより一層評価できる仕組みとする。 

     ・ 長く働き、成長することへのモチベーション向上を図るとともに、単に長

く働くだけでなく、身に付けた処遇技術やノウハウを適切に継承していくこ

とで、安定的な保育の継続性を確保する。 
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    （具体的な対応）【必要経費：約０．７５億円】 

     ・ 経験年数加算の上限を 20 年に引き上げる（ただし、各園の給与規程に従っ

て行われる、勤続年数に応じた定期昇給の対象となる年数の範囲内に限る。）。 

     ・ 通常、給与表の昇給幅は年数の経過に伴い逓減していくことを踏まえ、加

算率については、12～16 年は＋0.5％／年、17～20 年は＋0.2％／年とする。 
 

    ② 「多様性」を受け入れ、「包摂性」のある保育 

    （対応の観点・目指す姿） 

     ・ 子ども自身、子どもの家庭環境が多様化する中、特色ある保育を実践して

いる園の後押しや、対応に従事する職員をより一層しっかりと評価できるよ

うにする。 

     ・ 包摂性ある保育の実践の促進を図るとともに、個別処遇を要する子どもの

「個性」に寄り添った保育の提供に繋げる。 
 

    （具体的な対応）【必要経費：約１．７５億円】 

     ・ 保育士等の各園の補助上限額に、3,189 千円を上乗せする（障害程度区分の

認定を受けている、又はこれに準ずる子どもが在籍している園に適用）。 

     ・ 心理士を「保育士等」に分類される職員として、新たに位置づける。 

      ※１ 保育士等の補助算定職員数の計算に含めるとともに、保育士等（有資

格）の算入上限（８，７００千円）を適用する。 

      ※２ あくまで人件費等補助金における取扱いであり、条例で定める配置基

準の計算に心理士を含めることはできない。 
 

    ③ 「ワークライフバランス」が実践できる保育園・認定こども園 

    （対応の観点・目指す姿） 

     ・ 「個々の事務の効率化」の観点から、心身をリフレッシュしながら、保育

士が保育に専念できる環境を整備する。 

     ・ 保育園・認定こども園が担う役割の多様化、事務の複雑化等による負担軽

減を図ることで、質の高い保育の実践を目指す。 
 

    （具体的な対応）【令和７年度予算編成で検討】 

     ・ 作業の効率化に資する方策について、人件費等補助金とは別に、令和７年

度予算編成過程で検討する。 
 

    ④ 「子どもの成長」に応じたゆとりある保育 

    （対応の観点・目指す姿） 

     ・ 成長段階に応じ、１人１人に向き合う保育が実践できるよう、更なる環境

整備を進める。 

     ・ 各々の個性を受け入れ、伸ばしながら、健やかな成長に導く。 
 

    （具体的な対応）【必要経費：約０．５０億円】 

     ・ 新たに「３歳児加配」を設け、10：１での配置を可能とする（保育士等の

補助算定職員の項目に追加）。 
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 ⑵ その他の対応 

ア 人材確保のための効果的な取組の検討 

   ・ 「雇いたいときに、雇うことができる」環境に近づけることを目指し、⑴に記

載の更なる処遇改善に加え、保育関係団体の意見や要望等を踏まえながら、令和

７年度予算編成過程で検討する。 

 

  イ 事務の簡素化・効率化及び補助金制度の周知 

   ① 事務の簡素化・効率化 

    ・ 各園及び本市の負担の軽減を図るとともに、業務継続性を確保するため、こ

れまでから実施してきた取組（本市で把握できる情報は入力のうえ各園に送付

する、共通の様式で対応ができるものは統一する、クラウドシステムの活用、

人件費等補助金等における最終精算事務の見直しなど）を継続するとともに、

各園の意見を踏まえながら、関連部署とも連携を図り、更なる事務の簡素化・

効率化に努める。 

    ・ 併せて、通知等を送付する際には、各園が理解しやすいよう、表現を工夫す

るなどにより分かりやすい周知に、引き続き努める。 

    ・ その他、条例基準部分補助金の申請手続き等の簡略化を検討する。 
 

   ② 補助金制度の周知 

    ・ 新たな人件費補助制度の運用開始から２年が経過したことで一定制度が定着

してきた面もあると考えられるが、各園の制度理解が更に進むよう、引き続き

丁寧に制度周知を行うとともに、各園が相談しやすい関係性の構築に努める。 



収支差：18.2億円
支出合計：287.2億円

園数 79園 39園 86園 63園

収入－支出 14.9億円 3.4億円 3.7億円 △3.9億円

Ｘ Y Ｚ

人件費等補助金（障害児除く）

総支出 総支出

(16.7億円)

総支出
収入認定額

（10％控除後の国給付費等）

総支出
(269.8億円)

(18.8億円)

人件費等補助金（令和５年度分）の状況（３職種合計）

収入 支出

収入合計：305.3億円

10％控除額
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収支差：23億円

支出合計：235.4億円

園数 131園 23園 75園 38園

収入－支出 20.3億円 1.5億円 2.8億円 △1.5億円

Ｘ Y Ｚ

(16.3億円)

(5.5億円)
人件費等補助金（障害児除く）

(236.6億円)

収入認定額
（10％控除後の国給付費等）

総支出

総支出
総支出 総支出

10％控除額

人件費等補助金（令和５年度分）の状況（保育士等）

収入合計：258.4億円

支出収入

国
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別紙１－２



収支差：△0.6億円
支出合計：36.3億円

園数 50園 64園 41園 112園

収入－支出 1.3億円 0.6億円 0.2億円 △2.6億円

Ｘ Y Ｚ

収入合計：35.7億円

収入認定額
（10％控除後の国給付費等）

総支出
(29.0億円)

人件費等補助金（令和５年度分）の状況（調理師等）

収入 支出

10％控除額
(2.3億円)

人件費等補助金

総支出 総支出

(4.5億円)

総支出

別紙１－３
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収支差：△4.3億円
支出合計：15.5億円

園数 39園 60園 27園 141園

収入－支出 0.4億円 0.1億円 0.0億円 △4.8億円

Ｘ Y Ｚ

人件費等補助金

総支出 総支出

(6.8億円)

総支出
収入認定額

（10％控除後の国給付費等）

総支出
(4.1億円)

(0.2億円)

人件費等補助金（令和５年度分）の状況（事務員等）

収入 支出

収入合計：11.2億円

10％控除額

別紙１－４
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職種別の総人件費収支の状況（詳細） 

 

１ 分析方法 

 ⑴ 概要 

   保育園等においては、園長、保育士等（保育士、保健師、看護師、保育補助、講師

等）、調理師等（調理師、栄養士、調理補助）、事務員等（事務員、用務員、清掃員、運

転手）が働いており、これら４職種の第１号認定子ども分を含めた令和４年度分の人

件費に係る園収入と園支出の総額を分析した。 
 
 ⑵ 算出方法 

   収入：以下の考え方に基づき、職種別収入を算出 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支出：人件費等補助金の算定によって把握した園の職種別の人件費及び人件費以外

の対象経費の合計 
 

  

○国給付費 

・ 基本分：職種ごとの金額が定められていないため、保育所の国通知において示されている職種ごとの人件

費単価に国基準の必要職員数を乗じて得た額で按分して推計 

・ 加算分：職種が指定されている加算は当該職種に、複数職種への加算の場合は基本分と同様に按分 

・ 処遇改善：基本分と同様に按分 

○条例基準部分補助金：保育士等に按分 

○その他市補助：各補助金（人件費等補助金、障害児加配補助金、時間外（延長）保育事業、一時預かり事

業、医療的ケア児保育支援対策費）の人件費相当額（嘱託医分を除く））の指定する職種に按分 

別紙２ 
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２ 調査結果 

保育士等（保育士、保健師、看護師、保育補助※、講師等） 

※保育士資格を持たず保育業務を補助する者 
⑴ 概要 

・ 園支出（２６０億５３百万円）＜園収入（２９２億３０百万円）であり、その差額

は約３２億円（超過率８９．１％） 
 ※ 令和４年度調査結果は、園支出（２５８億３０百万円）＜園収入（２８２億９４

百万円）で、差額は約２５億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費及び平均給与） 

・ 保育士等（保育補助及び講師を除く）の常勤職員の平均人件費は約５６６万円であ

り、職種別の園収入から想定される１人当たりの単価約５６４万円（※）と同水準。 
 ※ 園収入（２９２億３０百万円）を、人件費等補助金における第２号・３号認定子

どもに係る補助算定職員数及び第１号認定子どもに係る必要職員数の合計（５，１

８３人）で除して得た単価。 
・ また、平均給与（上記の平均人件費から、社会保険料の事業主負担分を除いた額）

は約４８５万円であった。 
（参考）令和５年度全国平均は保育士４５３万円（年間給与額・社会保険料の事業主負

担分を含む。除くと３８９万円）※賃金構造基本統計調査 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大値は約１，２６２万円、最小値は約２４１万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約５４９万円であった。 

⑶ 考察 

・ 常勤職員の給与水準は、園収入の各種制度（国給付費、条例基準部分補助金及びそ

の他市補助金）で想定している水準と同水準。 
・ 常勤職員の人件費支出の平均は令和４年度（約５５６万円）比で約１０万円、中央

値も令和４年度（約５３６万円）比で約１３万円増加していることから、定期昇給等

を踏まえると、全体として処遇の維持・向上を図ることができているといえる。 

集計対象外： 
職種は特定されて 
いるが、退職者の 
前年度給与などで 
あり、人件費全体の

支出には算入した 
が、詳細分析からは

除外したもの 

差額

派遣 776

加算分 3,263

保育士等

園支出 園収入

17,685

26,053

常勤

20,199

非常勤

4,485

処遇改善

基本分

条例基準

29,230

その他市補助

3,177

4,654

1,607

2,021

手数料：100

委託：132

集計対象外：
361
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＜参考＞ 

   ■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 
 

   ■職員１人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

 
 
   ■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

   
 
  

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

保育士等（保育補助及び講師を除く） 3,556 2,424 319 396 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

保育士等（保育補助及び講師を除く） 5,639 5,657 1,682 2,320

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

保育士等（保育補助及び講師を除く） 3,389人 12,618千円 2,414千円 5,494千円

分布状況
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調理師等（調理師、栄養士、調理補助） 

⑴ 概要 

・ 園支出（３６億４５百万円）＞園収入（３７億６９百万円）であり、その差額は約

１億円（超過率９６．７％） 

※ 令和４年度調査結果は、園支出（３６億４６百万円）＞園収入（３５億５３百

万円）で、差額は約１億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 

⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約５２３万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約４８３万円（※）を上回る。 
 ※ 園収入（３７億６９百万円）を、人件費等補助金における補助算定職員数（７８

１人）で除して得た単価。 
・ また、平均給与（上記の平均人件費から、社会保険料の事業主負担分を除いた額）

は約４４８万円であった。 
（参考）令和５年度全国平均は調理従事者３８３万円（年間給与額・社会保険料の事

業主負担分を含む。除くと３２８万円）※賃金構造基本統計調査 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大値は約８６１万円、最小値は約２４２万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約５１３万円であった。 

⑶ 考察 

・ 常勤職員の人件費の平均は令和４年度（約５１１万円）比で約１２万円、中央値も

令和４年度（約４９７万円）比で約１６万円増加していることから、定期昇給等を踏

まえると、全体として処遇の維持・向上を図ることができているといえる。 
 

  

差額

124 市補助

448

非常勤 470 処遇改善

640

加算分 312

2,369

基本分

調理師等

園支出 園収入

3,769

常勤

2,713

3,645

派遣：48
委託：304
手数料：11
集計対象外：
99
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＜参考＞ 

■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費           （単位：千円） 

 

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

調理師等 519 376 31 83 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

調理師等 4,826 5,228 1,251 1,557

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

調理師等 479人 8,609千円 2,420千円 5,132千円

分布状況
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事務員等（事務員、用務員、清掃員、運転手） 

⑴ 概要 

・ 園支出（１６億円）＞園収入（１１億８９百万円）であり、その差額は約４億円（超

過率１３４．６％） 
※ 令和４年度調査結果は、園支出（１４億５５百万円）＞園収入（１０億９６百万

円）で、差額は約４億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

 
 

⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約５６１万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約４７２万円（※）を大きく上回る。 
 ※ 園収入（１１億８９百万円）を、人件費等補助金における補助算定職員数（２８

５人）で除して得た単価。 
（常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 
・ 最大値は約１，２６７万円、最小値は約２５０万円であり、大きな差があった。 
・ また、中央値は約５４１万円であった。 

⑶ 考察 

・ 常勤職員の人件費の平均は令和４年度（約５３３万円）比で約２８万円、中央値

は令和４年度（約５２４万円）比で約１７万円増加していることから、定期昇給等

を踏まえると、全体として処遇の維持・向上を図ることができているといえる。 
  

差額

411

734

園支出

事務員等

187

加算分

常勤

非常勤

408

市補助

1,189

1,600

67

処遇改善

254

基本分

園収入

681

派遣：49

委託：366

手数料：4
集計対象外：39
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＜参考＞ 

■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

 

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

 
  

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

事務員等 131 332 24 26 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

事務員等 4,176 5,605 1,229 2,046

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

事務員等 123人 12,670千円 2,502千円 5,406千円

分布状況
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園長 

⑴ 概要 

・ 園支出（２３億６１百万円）＞園収入（１９億７３百万円）であり、その差額は約

４億円（超過率１１９．７％） 
※ 令和４年度調査結果は、園支出（２４億１７百万円）＞園収入（１９億１０百万

円）で、差額は約５億円 
【収支比較表（単位：百万円）】 

  
⑵ 詳細分析 

（職員１人当たりの平均人件費） 

・ 常勤職員の平均人件費は約９０７万円となり、職種別の園収入から想定される１

人当たりの単価約７３９万円（※）を大きく上回る。 
※ 園収入（１９億７３百万円）を、国給付費における想定数（２６７人）で除して得

た単価。 
 （常勤職員のうち、１２箇月勤務した職員１人当たり人件費の分布状況） 

・ 最大約１，７６５万円、最小約２４７万円と園によって大きな差がある。 
・ また、中央値は約９０９万円であった。 

⑶ 考察 

・ 収支差額（収入＜支出）は令和４年度（約５億円）よりも約１億円圧縮している。 

 

 

 

 

  

差額

389

園長

園支出 園収入

2,361

常勤

2,349

1,973

基本分

処遇改善

348

1,625

非常勤：7

集計対象外：

5
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＜参考＞ 

 ■職種別・勤務形態別人数                   （単位：人） 

 

 ■職員 1人当たりの想定単価及び平均人件費          （単位：千円） 

     

■常勤職員（12 箇月勤務）1人当たり人件費の分布状況 

     

常勤職員 非常勤職員 派遣職員 集計対象外

園長 259 2 - 7 

園収入

想定単価 常勤職員 非常勤職員 派遣職員

園長 7,388 9,069 3,645 0

園支出

母数 最大値 最小値 中央値

園長 257人 17,654千円 2,468千円 9,086千円

分布状況


